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午前10時07分 開会 

○平賀委員長 

おはようございます。ただいまより総務文教委

員会を開会いたします。 

本日の委員会でありますが、議案９件、請願２

件、陳情３件、要請３件についての合計17件につ

いて審査を行います。 

審査の進行につきましては、最初に企画総務部

関係の議案と、当委員会に付託されております請

願、陳情、要請の審査を行います。 

その後、休憩をとり理事者を入れかえて学校教

育部、社会教育部関係の議案と陳情の審査を行い

ますのでよろしくお願いいたします。 

最初に議案第１号でありますけれども、議案第

１号平成25年度網走市一般会計補正予算中当委員

会所管分消防費について審査を行います。 

説明を求めます。 

○秋葉財政課長 

平成25年度一般会計消防費の補正予算について

御説明申し上げます。 

議案資料６ページをごらん願います。 

１、補正の理由及び内容でございます。 

網走地区消防組合の予算中、当市分の負担金の

補正となります。 

歳出予算でございますが、人件費では給料及び

退職手当の減額により、1,123万1,000円の減。 

物件費では、消防本部庁舎の煙突修繕等で1,089

万7,000円の追加。 

施設費では、通信指令システム整備などの事業

の確定に伴い、1,728万2,000円の減となり、歳出

予算では合わせて1,761万6,000円の減となるもの

でございます。 

一方歳入予算でございますが、組合債では先ほ

どの施設整備費の確定に伴い、1,740万円の減、繰

越金では前年度負担金の精算として、887万2,000

円の追加。 

その他手数料の増加などにより57万6,000円の追

加となり、歳入予算では合わせて795万2,000円の

減となるものでございます。 

２、補正額でございますが歳入歳出を合わせま

して、補正額は966万4,000円を減額し、補正後の

額を６億8,348万5,000円とするものでございます。 

以上御説明申し上げましたが、よろしく御審議

いただきますようお願い申し上げます。 

○平賀委員長 

それでは質疑に移ります。 

○飯田委員 

本来であれば消防署の消防議会がありますので、

私どもも消防議員兼ねているのですけれども、人

件費の減額補正は次の一般会計の人件費等の関係

にも含まれてきますので、そのときにあわせて質

疑したいと思います。 

○平賀委員長 

ほか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

それでは議案第１号網走市一般会計補正予算中、

当委員会所管分の消防関係ですけれどもこれにつ

いては原案可決すべきものと決定してよろしいで

すね。 

○飯田委員 

これ人件費の減額なので、私どもは一般会計の

中の人件費の減額には反対しますので、これ関連

ありますので、その時に合わせて審査したいと思

います。 

○平賀委員長 

わかりました。それではこれについても後ほど

合わせてということにさせていただいて、さきに

次に進みたいと思います。 

次は人件費関係であります議案第１号から第５

号までを一括して審査を行いたいというふうに思

いますので説明を求めたいというふうに思います。 

○岩原職員課長 

人件費等の補正概要について御説明を申し上げ

ます。 

議案資料の８ページをごらん願います。 

補正の理由でございますが、地方交付税の給与

関係費の削減措置に対応するための給与改定及び

共済費の負担金率が確定したことなどにより、所

要の経費を減額補正するものでございます。 

人件費の補正額合計は8,612万2,000円の減で、

１、特別職では1,330万2,000円の減、内訳は市長

等が共済費率の変更で21万2,000円の減、議員が同

じく共済費率の変更で493万5,000円の減、監査委

員が常勤から非常勤への変更で815万5,000円の減

でございます。 

２、一般職では7,282万円の減で、内訳は記載の

とおりでございます。 

説明は以上です。 

○平賀委員長 

それでは質疑に入ります。 

○飯田委員 
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ただいま説明あった人件費の補正の概要なので

すけれども、ことしの６月議会で関係条例案が出

てまいりました。 

そのときには、市職員の給与の特例に関する条

例の一部改正という形です。 

そのときの説明では、第三次行革分で5,700万、

それからこのときの上乗せ追加削減分で今回提案

されている3,151万3,000円を3,200万円ほどという

ことで、既に実施している期末勤勉手当の役職加

算凍結分の1,200万もあわせて合計１億100万とい

う形で提案されていました。 

これについては私ども本来であれば、国家公務

員の平均7.8％に及ぶ賃金削減に関して、地方公務

員も同様の削減という形でおりてきたもので、網

走はそれに第三次行革分のものをプラスして最終

的には１億100万円なのですけれども、実際交付税

の措置、交付税で削減するといった場合に１億

3,800万というような数字が出てきたのですけれど

も、もう一度その辺の差し引きの関係で職員課長

から説明願えますか。 

○岩原職員課長 

給与の削減額につきましては今委員のおっ

しゃった数値でございます。 

次に地方交付税などの給与関係費の影響の関係

でございますが、地方交付税の給与関係費の削減

措置による影響額につきましては、減額分として

国に準じた給与の削減見合い分として１億3,800万

円、次に今年度の算定ではこれまでの人件費削減

努力に基づいて算定される地域の元気づくり事業

というのが設けられておりまして、これが3,000万

円程度の交付がございます。 

これを差し引いた削減影響額が約１億800万円と

なっております。 

○飯田委員 

そのときの議論では、地方交付税の削減に応じ

なくて国のいいなりにならないで、拒否したらど

うだといったら元気づくり交付金という形できて、

プラスマイナスが800万円だということだったので

す。 

そのときには、金額の差はないからそれでいい

のだけれども、本来であれば地方公務員の賃金は

労使交渉によって決まるという原則があるのを地

方６団体、全国市長会や全国市議会議長会、町村

議会など、そういう地方６団体が反対しているに

もかかわらず、原則を破る国のやり方はおかしい

ということで私どもは反対しました。 

今回、国家公務員の7.8％に準じて網走もさまざ

まな経過をとったのですけれども、私どもはこれ

には実際条例にも反対していますし、実際減額補

正ということになりますと市職員全体にも響いて

おります。 

特に、退職金は関係ないのですけれども、年金

にも響いてくるのですけども、今後これらが復元

する見通しというのはあるのですか。 

○岩原職員課長 

給与削減の復元のお話でございますが、今回の

減額補正をしております3,150万円、これにつきま

しては来年３月までの時限を定めたものでござい

ますので、基本的にはこれについては復元するこ

とになります。 

○飯田委員 

いずれにしても復元するという見込みなのです

けれども、今回は減額によって市職員全体で第三

次行革分を入れると１億100万円の影響があって、

今回3,151万1,000円ということですので、私ども

は基本的に、この減額補正には一般職の給与改定

分については反対という立場をとりたいと思って

います。 

○平賀委員長 

ほか。 

○七夕委員 

この件に関しましては採択の方向で、賛成とい

う方向で。 

○平賀委員長 

ほかに質疑のある方いらっしゃいませんか。 

○高橋委員 

私もこれの件には採択と考えて、賛成です。 

○平賀委員長 

そのほかの皆さんは賛成だということで理解し

てよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

それでは議案第１号平成25年度網走市一般会計

補正予算中、消防費に関するもの、それから議案

第１号から５号までの人権関係の補正予算、これ

については大方の賛成者をもって原案可決すべき

ものと決定してよろしいですね。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

はい、それではそのように確認をさせていただ

きました。 

次に、議案第６号財産の無償譲渡についてであ



 

－ 3 － 

ります。 

説明を求めます。 

○鈴木日体大特別支援学校設立準備室参事 

それでは財産の無償譲渡について御説明いたし

ます。 

議案の資料17ページ、資料２号をごらんくださ

い。 

日体大特別支援学校の開設に伴う財産譲渡につ

きましては、これまで市が学校予定地の財産を取

得したのち、学校法人へ無償譲渡を行うという説

明をしてまいりましたが、今回の無償譲渡の内容

が地方自治法の規定により議決案件に該当するこ

とから、財産の無償譲渡について提案するもので

す。 

当初の計画では、北海道及び国から取得した財

産を無償譲渡するということとしていましたが、

学校開設の計画を進める中、何点か課題が出てま

いりました。 

その課題の第１点目として、既存施設内だけで

は実習教科に必要な特別教室の配置ができないこ

と。 

第２点目として、障がいを持つ生徒の安全性を

考えた場合、宿舎から学校までの直結通路の設置

が必要であること。 

３点目として、学校法人の近い将来計画として

30名程度の増員を希望しておりまして、その際の

増築対応として敷地の確保が必要になってくるこ

となどが課題として上げられていました。 

この課題は隣接する能力開発センターに改修を

加え、一体利用することで解決できることから、

学校法人から市有財産である能力開発センターの

譲渡について依頼がありました。 

市としましても、能力開発センターの一体的利

用の有効性について十分理解でき、能力開発セン

ターを学校法人に譲渡することが適当であるとい

うふうに判断いたしました。 

これまで北海道及び国の財産を渡すこととして

いましたが、今回改めて能力開発センターを含め

て無償譲渡の提案をさせていただきます。 

これによりまして無償譲渡する財産は、資料２

号に記載のとおりですが、土地の所在は大曲１丁

目 73番１ほか５筆、地目は宅地、面積は２万

5,137.46平米、建物につきましては旧学校管理棟

ほか３棟、延べ床面積4,826.54平米で、特別支援

学校の目的で利用することを条件にして学校法人

日本体育大学へ無償譲渡することとします。 

譲渡の時期につきましては、能力開発センター

部分は平成26年10月以降に、それ以外の財産につ

いては今年度中に財産を譲渡する予定です。 

説明は以上です。 

○平賀委員長 

それでは質疑に入ります。 

○飯田委員 

基本的には賛成なのですけれども、ずっと経過

みますと準備のために１年遅れて開校すると。 

それから寮が建つ予定でございます。 

これからいくと地番の73－2のところに寮が建つ

と思うのですけれども、かなり人数が教職員の人

数だとかそういう関係でふえるのですけれども、

今後寮の建築そのものは日体大で行うということ

なのですけれども、これらを含めて拡張だとか、

さまざまな約束事とかあるのですけれども、その

辺の交渉は今後どのような経緯をもって、寮に関

して要求とかそういうものが生じる場合もあるの

か、それともこの件に対しては完全に日体大が受

け持って、それはないと言えるのか。私どもは初

めの案のときに、能力開発センターだけ囲まれて

あったものですから、これらの辺も含めてちょっ

と不自然だなという感じも受けたのですけれども、

今後の見通しはその辺どうなのですか。 

○岩永企画総務部次長 

今後についてですけれども、当初能力開発セン

ターにつきましては、そこで実施をされているＯ

Ａのプログラムなどを学校の教科として活用させ

ていただきたいということでしたので、当初は能

力開発センターもそこにそのままいていただいて、

生徒がそちらに通いながらカリキュラムを執行し

ていくというか遂行していくという予定でした。 

その後、北海道や文科省との協議の中で、学校

を設置するためのいわゆる面積的な問題をクリア

するためには、そこを活用することを譲ってもス

ペースを確保する必要が出てくるということで相

談がありましたので、今回このような一括した譲

渡をしたいというふうに考えています。 

今後ですけれども、寄宿舎につきましても先ほ

ど説明したとおり、近い将来の計画として30名程

度の増員も検討したいというふうに日体大として

は考えているようです。 

そのために、敷地の確保も必要になってくると

いうこともあわせて、今回このような譲渡の姿に

なるということでございます。 

さらに、将来的に日体大からどのような支援が
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求められてくるかについては現在のところはっき

りしていません。 

日体大から協議、相談を持ちかけられたときに

ついては、準備室が窓口となって協議をしてまい

りたいというふうに考えています。 

○飯田委員 

それらも含めて寄宿舎の建築につきましては、

学校ができるときに認可条件になるはずですので、

その辺も含めて日体大との交渉窓口として準備室

があるのですけれども、しっかりとその辺もやる

ということなのですけれども、委員会にもやっぱ

り逐次、進捗状況をお示し願いたいと思います。 

○岩永企画総務部次長 

進捗状況につきましては、委員会にも報告をし

ながら進めたいというふうに思います。 

それから先ほどの質問に答えていない部分がご

ざいましたが、譲渡したあとの学校校舎の改築及

び寄宿舎の建築につきましては学校法人日本体育

大学が責任を持って行うということになっており

ます。 

○飯田委員 

わかりました。 

○平賀委員長 

ほか。 

○井戸副委員長 

一点だけお聞きをいたします。 

改修に伴う工事の関係は、地元業社を優先的に

という部分は間違いないということでよろしいで

しょうか。 

○岩永企画総務部次長 

学校法人との確認の中で、その方針については

変わりがないということです。 

最近の報告では、１月の段階で事業者向けの説

明会を実施したいということで報告をいただいて

おります。 

○井戸副委員長 

当初27年開校予定がいろいろな事情で28年まで

今ずれ込んだ状態と。 

進めていく中で、全国でも初めてという部分で

いろいろな問題が浮上してくるのかなというふう

に今後も考えているところなのですけれども、先

ほど飯田委員からも質疑ありましたように、逐次、

委員会に報告をいただいて進めていただきたいと

いうふうに思います。 

以上です。 

○平賀委員長 

ほか、よろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

それでは議案第６号財産の無償譲渡については

全会一致をもって原案可決すべきものと決定をい

たします。 

次、議案第８号網走市職員の任免及び服務に関

する条例の一部を改正する条例制定について説明

を求めます。 

○岩原職員課長 

議案第８号網走市職員の任免及び服務に関する

条例の一部を改正する条例制定について御説明申

し上げます。 

議案資料20ページ、資料４号をごらん願います。 

初めに、改正の趣旨でございますが、職員の採

用、退職、異動等の人事管理が原則年度を区切り

として行われていることから、暦年で管理してい

る職員の年次休暇等を年度の管理に改定するため、

当該条例の所要の改正をしようとするものでござ

います。 

内容についてですが、年次休暇等の付与期間を

１暦年から１年度に改めようとするものでござい

ます。 

施行期日、経過措置につきましては記載のとお

りでございます。 

説明は以上です。 

○平賀委員長 

それでは質疑にはいります。 

○飯田委員 

この手の条例、服務規程だとかの変更は、暦年

というのは１月から12月まで、年度というのは４

月１日から翌年の３月31日までなので、この任命

服務に関する条例の改正で終わりなのですか。そ

れともまだ残っているのがあるのですか。 

○岩原職員課長 

今回の改正は、年次休暇等の付与期間を１暦年

から１年度に改めるもので、今回の改正はこれだ

けでございます。 

○飯田委員 

今回ではなくて、暦年から年度に変えなければ

ならないものというのはほかにあるのですか。 

○岩原職員課長 

このほかの特別休暇等につきましては規則改正

のほうで改正いたしますので、今回の条例改正及

び規則改正ですべて年度に改正いたします。 

○飯田委員 
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了解しました。 

○平賀委員長 

ほか。よろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

それでは議案第８号網走市職員の任免及び服務

に関する条例の一部を改正する条例制定について

は、全会一致をもって原案可決すべきものと決定

をいたします。 

続いて議案第９号網走市恩給条例等を廃止する

条例制定について説明を求めます。 

○岩原職員課長 

議案第９号網走市恩給条例等を廃止する条例制

定について御説明申し上げます。 

１枚めくっていただきまして、22ページの資料

５号をごらん願います。 

条例制定の趣旨でございますが、恩給関係条例

により給付を受ける権利を有する者がいなくなり、

また、給付に係る時効期間も経過していることか

ら、関係する５条例を廃止しようとするものでご

ざいます。 

廃止する条例は網走市恩給条例ほか、記載の４

条例でございます。 

この条例は公布の日から施行しようとするもの

でございます。 

説明は以上です。 

○平賀委員長 

それでは質疑に入ります。 

それでは議案第９号網走市恩給条例等廃止する

条例制定については、全会一致をもって原案可決

すべきものと決定してよろしいですね。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

はい、それではそのように決定をいたします。 

それでは続いて請願の審査に入ります。 

最初に請願第35号2014年度地方財政の確立を求

める意見書提出についての請願について審査をい

たします。 

いかがでしょうか。 

○近藤委員 

請願第35号につきましてはこの間、地方自治体

の財政状況というは網走市に限ったことではなく

て、非常に厳しい状況の中でのやりくりが続いて

いるというふうに認識しています。 

そういった中で、来年度の国の予算編成が今ま

さに行われているさなかなのですが、政府の経済

財政諮問会議の中では、地方交付税の平時モード

に戻せと、つまりかなり圧縮していくんだという

ような意向が示されたりもしております。 

そこはまだ議論がなされている最中で、総務省

は地域経済活性化、地域の活性化の視点からすれ

ば、交付税は現状の維持でやっていくべきだとい

う意識を持っているようでありますので、まだ政

府の中でも議論がなされているという認識でいま

す。 

ただやっぱり全体としては、地方財政を維持、

確立していくためには、交付税の現状維持、最低

でも現状維持、さらには財源移譲も含めて、国が

もう少し地方が柔軟になおかつ積極的な施策を打

てるような財源措置をさらに積極的にしていく必

要があるというふうに考えておりますので、この

請願については採択というふうに考えております。 

○平賀委員長 

ほか。 

○飯田委員 

この地方財政の確立を求める意見書、毎年出て

いるのですけれども、特に地方の財源確保、特に

網走市は交付税に依存する財政力が0.39という非

常に自主財源のない地方、特に交付税の財源保障

機能をしっかりと守るために、ここではきちっと

何項目ほどあるのですけれども、今国の方針とし

て守るといいながら地方に社会保障の解体的なプ

ログラムの一括を地方の財源でやれというような

方向に向かおうとしている現在、この請願で声を

上げていくのが私は大事だと思いますので、基本

的には請願には賛成いたします。 

○平賀委員長 

ほか。 

○井戸副委員長 

請願第35号に対してですけれども、この請願に

ついては、地域の厳しい財政需要をしっかりと見

積もった中で交付税の確保に努めていただきたい

という観点から採択という形で。 

○高橋委員 

この35号につきまして、国の財政も大変なとこ

ろでありますけれども、地方も大変なことには変

わりありませんので、僕はこの地方にももっと気

を使っていただいた政策をお願いしたいと思いま

して採択をお願いします。 

○平賀委員長 

それでは請願第35号2014年度地方財政の確立を

求める意見書提出についての請願につきましては、
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全会一致をもって採択すべきものと決定をいたし

ます。 

なお、意見書については後の理事者入れかえの

休憩の際に配付をして確認をしていただきたいと

思いますので、後ほどといたします。 

次、請願第37号、来年４月からの消費税増税の

凍結を求める請願について審査をいたします。 

○飯田委員 

従来からこの委員会では消費税の増税に対する

中止を求める陳情だとか請願が多く上がりました。 

今回の請願者の団体は、消費税の増税の凍結を

求める市民の会ということです。 

凍結というのは、来年４月１日実施になってい

ますけれども、消費税の増税を認める人もこの会

に入っていると聞きます。 

そうであるならば、私はやはり今の経済状況、

景気の状況を見ますと、決して安倍さんが言って

いるような景気が回復している実感もないし、大

変な状況もあると。 

そういう現状でこの会の冒頭がそういうような

ことを述べています。 

次に４月１日から増税を強行すると、1997年に

当時の政権が３％から５％に上げたと、そのとき

に大不況になったということもしっかりと記載さ

れて、そういうことからも、消費税を増税、将来

的には増税してもいいという人も含めてこの４月

からの凍結を求めると。 

実は消費税の増税５％から８％になるには、法

案の附則を変えればできるということなので、こ

れは国会で各党の了承を得ればできます。 

これは消費税増税に賛成している政党でも、そ

の実情がわかればできるという仕組みになってい

ますので、ぜひ網走からも声を上げていくのが私

は大事だと思いますので、まずは全員の賛同を得

て、４月１日からの増税、賛成の委員の方もいる

と思うのですけれども、まずは４月１日に絞った

請願ですので、その願意をしっかりと受け止めて

御審査願いたいと思います。 

○平賀委員長 

審査の途中ではありますけれどもここでいった

ん暫時休憩をいたします。 

午前10時38分 休憩 

午前10時40分 再開 

○平賀委員長 

それでは休憩前に引き続き再開をいたします。 

来年４月から消費税増税の凍結を求める請願に

ついての皆さんからの御意見をいただきます。 

○高橋委員 

この請願につきましては、社会保障と税の一体

改革、これは３党合意に基づいて実施されるもの

ですけれども、消費税率の引き上げの目的という

ものは、社会保障を持続可能なものと、一つさら

に強化する、そういったものと私理解しておりま

すので不採択とお願いします。 

○平賀委員長 

ほか。 

○井戸副委員長 

この件につきましては、物価高騰の中でさまざ

まな、軽自動車税も１万円を超えようとしている

ところで、非常に消費税増税というのはよくない

というふうには思います。 

思いますけれども一方、経済対策等を進める中、

景気が上向くという可能性も伺えるという部分も

ありますので、継続という形で。 

○平賀委員長 

ほか。 

○近藤委員 

先ほど飯田委員からこの請願についての願意含

めて御説明いただきました。お気持ちとしてはよ

くわかります。 

現在の景況感からして、増税することによって

さらなる消費の切り込みが起きたり、マイナスの

効果があるのではないかというふうに御懸念をさ

れているのだというふうに思いました。 

ただ一方で、現在の日本の国家財政考えたとき

に、11月末現在で1,011兆円を超える借金があるわ

けであります。 

その中でさらに社会保障費の増大もあって、こ

の先国の財布をどういうふうに取り回していくの

かということも考えなければならないタイミング

に来ているというふうに考えています。 

そういった中では、やはりこの消費税の増税と

いうのは避けて通れない道であるというふうに考

えております。 

ただ一方で、きのうからきょうにかけても議論

があったように、軽減税率含めて多くの国民の皆

様にはなるべく苦労かけない形での増税をという

考え方も今出てきておりますので、ここは将来に

向かって国家財政を維持していくという点を大切

にして、消費税の増税はいたしかたがないという

ふうに考えますので、この請願については不採択
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というふうに考えております。 

○飯田委員 

各委員言ったのですけれども、ここでちょっと

議員間討論させていただきます。 

高橋委員に伺います。 

３党合意、以前、民主と自民と公明との３党合

意で税と社会保障の一体改革ということからの発

言かと思います。 

高橋委員は３党合意で社会保障に使うというこ

となのですけれども、実際社会保障に３％から５

％に上げられた。そのあと社会保障に、１％で税

収が２兆5,000万円なのですが、どのくらい使われ

たと思いますか。 

○高橋委員 

その３％引き上げの時点では総理もすべて社会

保障に回すと、そういうふうに明言しておると認

識しております。 

○飯田委員 

実は３％から５％に上げられる。 

消費税が導入されてから21年以上たっています。 

その中で国民は総額推計211兆円の消費税を払い

ました。 

では、社会保障に何％使われたと思いますか。 

○高橋委員 

その認識は私、持っておりません。 

○飯田委員 

実は211兆円のうち、法人税、主に大企業の法人

税なのですけれども、法人税の減税に200兆円以上

使っている。 

あと、10兆ほどが防衛関係などで、社会教育に

使われたのは数千億円と言われているのですけれ

ども、その辺の認識からして社会保障にまた使わ

れるということは持てますか。 

○高橋委員 

持っています。 

そして持つべきだと思っております。 

○飯田委員 

それはそれで高橋委員はそういうことで先ほど

の発言だったと思います。 

実際、高橋委員たちの党を含めて、景気回復が

実感したというようなことでふだんから行動して

いると思いますけれども、12月９日のＧＤＰ、国

内総生産の中で改定値が下方修正、政府としてし

ているのです。 

年1.1％増になったのだけれども、これは消費税

の駆け込み需要や、今大型公共事業がやっている

ので、値そのものは伸びているのですけれども、

これは道新の12月９日付けなのですけれども、景

気減速が鮮明になったと。 

いわゆる消費税増税ならさらに悪化するから、

あわせて景気対策を５兆5,000億、国は組んでいる

のですよ。 

それでなぜ、社会保障は削っているのですよ。 

社会保障の解体プログラムと言われているので

す。それでどうして、増税するならそのような景

気減速するようなところに手当しないで、増税し

ないでやるという方法のほうが１番まともな道な

のではないのですか。 

その辺の見解を。 

○高橋委員 

増税しないでやっていけるのであれば、それに

私たちもこしたことはないと思っております。 

そして景気対策ですけれども、それに対しまし

て確かに法人税の減税ですとか、それはやります。 

そのような中から景気対策を考えていくべきだ

と思っております。 

○飯田委員 

法人税の減税をしても、大企業は今260兆から

270兆の内部留保というのをため込んでいるのです。 

実際、景気回復の実感がないというのは、ここ

10数年で労働者というか、働く人の所得が下がっ

ているのですよ、50万円ほど。 

前に３％から５％に値上げしたときには70万円

ほど所得が上がっていたのです。所得が上がって

もあれだけの不況になったのです。 

それが今度下がっているところに増税すると、

なお大不況になる計算ではないのですか。 

○高橋委員 

それはいっときは不況になるかと思います。 

今、それこそ駆け込みで景気が回復しているよ

うに言われましたけれども、それでもやらなけれ

ばこの社会保障制度というものが崩壊してしまう

ということのほうが、恐ろしいことだとそんなふ

うに思いますけれども。 

○飯田委員 

景気回復実感ということなりますと、時事通信

社で10月に世論調査しています。 

景気回復を実感するかという問いに、実感する

と答えた人はわずか18.5％しかいない。 

実感はないという人が76％、半年前に同じ時事

通信社が世論調査をしたら、実感はないという人

は68.6％で、約８％近くふえている。 
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この実態からすると、さきに３％から５％に

やったときも含めて社会保障に使われた形跡がな

いと。 

ましてや所得も法人税減税で内部留保をため込

んでいる企業がどんどん膨れ上がっていくという

現実から見ると、社会保障に回る保証もないし、

消費税増税そのものをするから、７兆5,000万ほど

３％上げたら来るけど、ほとんど６兆近くを景気

対策に持っていったら何の意味もないのではない

ですか。 

社会保障はどこにあります。 

○高橋委員 

ただいま内部留保というお話ありましたけれど

も、内部留保というのは必要だからするもので

あって、それをちょっとたまったからといって吐

き出してしまったら企業としての体をなさないと、

そのようなふうに思いますが。 

○平賀委員長 

すみません。いろいろ種々討論をされています

けれども、そのほかの委員の皆さんの御意見も議

員間討論という形ですので、今の討論を受けてあ

る方がいればしていただきたいというに思います

ので、その辺も含めてよろしくお願いをいたしま

す。 

ほかないですか。今の受けて何かある方は。 

○近藤委員 

お二方の意見のやりとりを伺わせていただいて、

消費増税が社会保障費にあてられるのかそうなの

かどうなのかというのが今論点だと思うのですけ

れども、私が先ほど述べた意見としては、国家財

政全体を見渡して考えるべきだという視点でもの

を申しております。 

先ほども述べましたように、11月末現在で1,011

兆円の借金を抱えているのがこの国なのでありま

す。 

それをどうするのかという視点から考えて、増

税やむなしという議論がこの間の国会でもなされ

てきているというふうに認識しておりますので、

その社会保障費に充てる、充てないという議論も

確かにありますが、やはり国家財政をどう維持さ

せていくのかという視点から、私はこの請願その

ものは不採択であるというふうに考えています。 

○飯田委員 

近藤議員と討論させていただきます。 

国家財政１兆1,000億、そうやってきたのはどう

いう経過からなったかというと、1996年に消費税

の３％から５％に上げる前の税収は法人税が23兆

あったのです。 

所得税、住民税が28兆で、消費税は7.6兆円しか

なかったのです。 

ところが1999年、上げてから１年後に法人税は

23兆から17兆に減りました。その他の税収も減り

ました。 

ところが、上がったのは消費税だけなのです。 

ということは、本来税金は当然納めるべきとこ

ろ、例えば所得税にしても、今、最高の上限とい

うものは昔と逆転しまして、税金の払う率が少な

くなったのです。 

昔は７割ほど、１億円ですと７割ほど税金で

払っていたと。 

あとの残りの３割で生活できて、さまざまなこ

とできる。 

ところが今は３割ほどしか税金は払っておりま

せん。 

そうしたらこういう大部分の負担をしなくなっ

て、大部分ではない負担、特に当然払うべき人は

払わないで、払わなくていい人が非課税限度額が

ずっと下がってきて、国保でも介護保険料でも全

部、本来払わなくていい非課税世帯の人が限度額

がずっと下がって、ない人が負担する構図になっ

ているのです。 

だから本来取るべき人から取らないで、法人税

減税でやると1997年の３％から５％に上げたとき

に142兆円しか内部留保はなかったのです。今272

兆円ですよ。 

先ほど高橋委員が、内部留保はちょっと積み立

てると言ったのですけれども、この272兆のうちの

わずか１％取り崩すだけでそれらに該当する企業

の職員の賃金は１万円上げることができる。１％

ですよ。 

だから内部留保はやはり、全部は取り崩せない

です。設備投資だとかそういうのにまわさなけれ

ばならないということがあります。 

だけれども、それを超えた内部留保が今は吐き

だしなさいと、安倍総理も国会で認めているので

す。それは要請しなければならないと。 

それでいくと、近藤委員の言った１兆1千何億円

の借金は、今までの大型開発事業なり、そういう

ような不要不急の事業の結果であって、やっぱり

法人税減税で当然払うべき企業が払わないから、

内部留保でためて庶民は消費税で取られるという

構図はもっともっとひどくなるのではないですか。 
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○近藤委員 

飯田委員からいろいろと御指摘、御意見がござ

いましたが、基本的にはそれは国家の税制、国家

政策における一種の見解の相違だというふうに私

は認識をしております。 

私は先ほどから何度も述べておりますが、この

先を見据えた国家の財政運営という視点でこの請

願に対しての意見を述べさせていただいているわ

けで、これまでの税制運営についての意見をこの

場で表明するというのは、本来の討論趣旨からず

れているというふうに思っていますので特にお答

えはしません。 

○飯田委員 

高橋委員とも議論しましたけれども、高橋議員

は社会保障のために必要だと。 

そういう意見も意見として私は認めますけれど

も、だからそういう意見を持った人でも４月１日

からやると大変だよということの請願なので、そ

の辺の願意はわかってもらえますね。 

○高橋委員 

これは国でもう決まってしまったことですので、

この４月１日からという分には粛々と進めていく

べきだと考えます。 

○飯田委員 

ちょっとそれについて先ほど言ったのですけれ

ども、５％から８％に上がる法案は附則で実施時

期を変更できることになっているのです。 

だから消費税増税の賛成の人でも、高橋委員の

ような社会保障に使うために必要だと思う人でも、

４月１日からやったら大変なことになるよと。 

いわゆる介護保険も国保料も後期高齢者なんか

今11％上げようとしています。 

だからそういう意味からして、４月１日から値

上げしないというような５％のままでいきなさい、

凍結なのでそれは変えることができるのです。 

そういう意見が多くあれば、国会の中で決して

もう決まったからどうしようもないのだというこ

とではないのです。 

そういうような変えることを、国会の中ででき

るように請願がこの団体から上がってきているの

で、その辺の旨趣を御理解願いたいと思います。 

○近藤委員 

これまでの議論を伺わせていただいて、飯田委

員のおっしゃりたいことはよくわかるのですけれ

ども、あくまでもこれは来年４月からの消費増税

凍結を求める請願についての議員間討論でありま

して、論点はあくまでも凍結するべきなのかそう

ではないのかということについて議論がなされる

べきなのですけれども、ちょっとお話伺ってると

過去のいわゆる国家政策も含めた御所見を開陳さ

れている節もあります。 

それを否定はしませんけれども、本来であれば

このような場ではなくて、例えば自由討議であり

ますとか、過去の国家財政運営についてどう思い

ますかというのを自由にざっくばらんに議論でき

るような場所を改めて設定をしてすべきであると

いうふうに思います。 

あくまでもこの委員会のこの場での議論は、こ

の請願について来年４月からの凍結否かどうなの

かというのを、論点を絞って議論をすべきなので

はないのかなというふうに思います。 

○平賀委員長 

議員間討論をしていただきましたけれども、こ

の請願第37号につきましてはなかなか論点の一致

をみないというふうに思います。 

意見もそれぞれ継続を含めてあったところであ

りますので、この請願についてはそろそろある程

度結論を出さなければいけないかなと思いますが、

継続という形にせざるを得ないというふうに思い

ますので、継続という扱いにさせていただきたい

というふうに思いますがよろしいですか。 

○飯田委員 

今近藤委員から自由討議と言ったのですけれど

も、ここの私は消費税増税の凍結を求める網走市

民の会の請願の文面の中で後半にもしっかりと、

1997年に３％から５％に増税したことのその後の

状況と、上げたあとの大変さを書いていることか

ら私は議論しているので、これは何も自由討議で

はなしに議員間討論で十分に私はできる内容だと

思うので、その辺は御承知おき願いたいと思いま

す。 

○平賀委員長 

意見の一致を見ませんので、この請願について

は継続といたします。 

ここで５分程度休憩をとりたいと思います。 

午前11時02分 休憩 

午前11時08分 再開 

○平賀委員長 

それでは再開をいたします。 

続いて陳情第12号「特定秘密の保護に関する法

律」を制定しないこと求める陳情について審査を
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いたしますが、同じく要請で「特定秘密の保護に

関する法律案」の廃案を求める意見書の提出要請

が出ておりますので、あわせて審査をしたいと思

います。 

○飯田委員 

今回の陳情第12号、それから私どもの議員団が

出した要請なのですけれども、実は既に国会で強

行採決で成立はしているのです。 

ただこれを提出したのは前なので、今回これか

かったのですけれども、内容そのものは制定しな

いように意見書を上げていただきたいということ

からすると、私はこの陳情者の願意をくみ取って

審査して、あれだけの大きな報道がされました。 

特定秘密が成立してからも、その範囲やきのう

の石破自民党幹事長の発言にもありましたとおり、

報道の自由も抑制される。そのあと撤回するとい

うようなこともありました。 

それであるならば、まだまだ秘密の部面を大き

くベールで包んだ法案です。 

今後、国民の基本的人権だとか、表現の自由だ

とかさまざまな面もまだ解決されていません。 

私はこの議会で、それらも含めて廃案というこ

ともありますし、もっともっと慎重な審査をして、

この特定秘密保護法案そのものを、本当に今の日

本に必要なのかということも含めて私は議論して

いくべきだと思います。 

私自身としては、この陳情第12号につきまして

は、この願意をしっかりと、国会にあのようなわ

ずか16日間の審議でやるような問題ではないとい

うようなことも含めても、意見は上げていくべき

だと思いますけれども各委員の意見を聞きたいと

思います。 

○平賀委員長 

ほかいかがでしょうか。 

○近藤委員 

この特定秘密保護法もさまざまな議論があるこ

とは承知をしております。 

何が特定秘密なのか、またその司法の立場はど

うなっているのかとか、または恣意的な運用がな

されてしまうのではないかとか、いろいろな懸念

がある中で国会で成立をしたという全体の状況は

理解をしております。 

ただ一方で、日本という国の安全保障を考えた

際には外交、防衛の視点から守られるべき秘密も

あるというふうに考えます。 

そういった点では今後のこの法律の運用の中で

国民の皆さんの懸念を払拭していくような取り組

みは必要だとは思いますが、この法律そのものが

必要ないというふうには私は思っておりませんの

で、この陳情については不採択というふうに考え

ております。 

○平賀委員長 

ほか。 

○高橋委員 

私はこの案には、この意見書には不採択と考え

ておりますが、先進諸国を見ましても防衛であり

ますとか治安に関する重要な情報は特別扱いされ

ております。 

国民の利益のためには特定の秘密保護の法制は

必要だと考えております。 

○平賀委員長 

ほか。 

○井戸副委員長 

まずこの特定秘密保護の法律ということで、ま

ずもって強行な採決の仕方、これはよくないとい

うふうに考えるところでありますけれども、知る

権利、報道の自由は守られるということでありま

すので、今現在日本であっては情報保護法はあっ

ても、スパイを取り締まる法律はないという部分

で必要なものではあるのかなという思いはありま

す。 

ただ原発問題など国民が知らなければならない

という情報をきちんと公開できるかという部分が、

これからの課題になってくるのかなというふうに

思います。 

不採択という形で。 

○平賀委員長 

ほか。 

○飯田委員 

この陳情と私たちの要請は法案が成立する前の

ことを前提に書いているものですから、これは不

採択とかということにはならないので、私はこの

陳情なりの願意をくんで、この委員会で議論した

らいいのではないかということなのです。 

今、種々言ったのですけれども、今の委員の中

でもやっぱりよくわからないというか心配な部面

も含んでいるということからして、安倍総理大臣

も秘密法そのものは記者会見でわざわざ説明不足

ならもっと審議すればいいのではないかという当

然の意見が返ってきたのです。 

それも含めてこの委員会で初めて出たのですか

ら、私はこの陳情そのものは、この陳情者は成立
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してしまったから文書そのものではなかなか採択

してくれということではないので、ここの委員会

で、議会で願意を受けとめてどうしていくかとい

うことを私は審査したほうがいいと思うのですけ

れども、その辺委員長どうでしょうか。 

○平賀委員長 

それについて皆さんの意見を受けたいと思いま

す。 

飯田委員のおっしゃるように、既に成立してし

まっている法律に対しての陳情、あるいは要請で

ありますので、それを含めてどのように扱うかと

いうことを議論していただきたいのですけれども

いかがでしょうか。 

○近藤委員 

陳情と要請も出ていますけど、すでに終わって

しまったということなのですが、一応その法律に

対しての見解は先ほど示させていただきましたが、

終わってしまった、事実の経過からすればもう可

決してしまった法律に対して、それをつくるべき

ではないという陳情、要請でありますので、時系

列からするとそごがあるというふうに思いますの

で、整理の仕方としては飯田委員に取り下げてい

ただいて、それでも願意を酌み取ってというお話

であればまた別の機会で、改めて廃案を求める陳

情なり要請なりを出していただくという整理の仕

方になるのではないのかなと思うのですけれども。 

○平賀委員長 

要請についてはわかりますけれども陳情につい

ては飯田委員が出しているわけではないので、飯

田委員が取り下げるというわけにはいきませんの

でそこは御理解ください。 

ほか。 

○飯田委員 

私言ったのは、私どもの議員団で出した要請は

取り下げて議論するということが出来るのですけ

れども、もう一つの陳情はそういうことができま

せんし、やはりそれはだめだよということも言え

ないので、その願意をしっかりと思って委員会で

議論したらいいのではでないのですかということ

です。今後のことも含めて。 

○平賀委員長 

飯田委員のおっしゃることは私もわかりますが、

それを含めて特定秘密保護法に関する陳情の最初

の議論の中では、不採択だという意見が多かった

ので、そこが変わる要素がないといけないという

ことですよね、飯田委員がおっしゃっているのは。 

そのような変わる要素をお持ちである委員い

らっしゃいますか。 

現状ではその辺含めて意見の一致は難しいとい

うことですので、この陳情それから要請について

は、継続という形に取り扱いをさせていただきま

す。 

よろしいですね。 

○飯田委員 

委員長の裁断はそれでよいのですけれども、一

つだけ、この法案が成立後も全国では各市町村の

議会でこの法案を撤回せよという意見書が各地で

上がっているということだけをお知らせしておき

たいと思います。 

○平賀委員長 

それでは次、陳情第14号『北海道網走支庁管

内』の「オホーツク」総合振興局地名改称に一部

訂正を求める陳情について、審査をいたします。 

各委員の意見を求めます。 

○高橋委員 

この陳情は前回にも出された記憶があります。 

私たち網走に住んでいるものにとっては、網走

の名前が消えてしまったというのは本当にさみし

いことだなとそんなふうにも感じますが、他の自

治体からみますとこのオホーツクというロシアの

地名だとおっしゃっておりますけれども、オホー

ツクと言われても我々もそうですけれども、ほか

の地域の人たちにとってはごく当たり前の聞きな

れた地名だとそんなふうにも思いますので、限ら

れた網走の意見だなというふうにほかから見たら

取られるのではないかなとそのように感じます。 

できれば継続でもっといい案が出ればそのとき

にまたお話ししたいと思います。 

○飯田委員 

前回の陳情のときにも私も意見を述べさせてい

ただきました。 

あのときに議論になったのもオホーツクは一般

的に使われていると、それはいいのではないか。 

特に管内のほとんどの市町村がそれでいいとい

うようなことを言っているということの議論もあ

りまして、私はたまたまオホーツクというのはオ

ホーツク海ということでこの辺の海は全部言って

いますので、たまたまそれであったのはＪＡオ

ホーツクにしても、そういう一般的な名称として

合併したときの名称として使っていると。 

私も所属している陸上競技協会もたまたま網走

陸協と北見陸協が合併するときに、両方の名前を



 

－ 12 －

つけることができないのでオホーツク海に面して

いるからオホーツク陸協というような。 

それは決してオホーツクが一般化されたという

ことではないのです。 

これは、たまたま名前をつけた団体がそういう

ような名称をそれでいいのではないかとつけたの

であって、前回もそうなのですけど、請願は網走

としてずっとやってきたその歴史的な名称の経過

を私はしっかりとここに書いてあるからこそ北海

道の中の網走、特にアイヌ民族を国会での先住民

とする決議が全会一致で可決された経緯を含めて

網走の歴史的、ただ単なる網走というのは、これ

だけの歴史があって名前つけられてきたのだから、

いとも簡単に道の名称をそういうふうに変えるの

はいかがなものかということで前にもそういう議

論をさせていただきました。 

不採択というような前あったのですけれども、

やはり私はオホーツク総合振興局のときにも、管

内の住民なり、それから網走市内の市民の間でも

議論を十分になされていないということで、私は

もっともっとこういう議論をすべきだという立場

から、本当に説明不足だし、網走の支庁というの

が100年の歴史を持ってきた中でなされたというこ

とからすると、この会の皆さんの陳情の願意は

しっかりと私は受けとめていくべきだと思います。 

○平賀委員長 

ほか。 

○井戸副委員長 

長い歴史の中で網走支庁というこういった名前

は地元に根づいてきたわけで、それに誇りを持つ

ものとして守っていきたいという気持ちは非常に

理解できるところですけれども、ここ最近を見ま

すとオホーツクという地域の名前自体がここに住

む人々に大変なじんでいるというふうに私は感じ

ますので、この名称変更という部分に関しまして

は不採択という形で。 

○平賀委員長 

ほか。 

○近藤委員 

前回といいますか総合振興局の名称変更につき

ましては大方の経緯を見させていただいてきまし

た。 

やはり網走で生まれ育った方たちからすると、

網走支庁がオホーツク総合振興局という名称に変

わることについて強く違和感を感じられたのであ

ろうというふうに察しております。 

ここに書かれている思い、願いというのはまさ

にそのとおりだなというふうに受けとめていると

ころであります。 

一方で、平成21年の段階で条例が策定をされて

名称変更の話が始まった、そこからもう４年の月

日がたとうとしております。 

４年たったタイミングでこの陳情を改めて出さ

れたという経過について、もうちょっとこの会の

皆さんがどういう形での決着、ここでは網走総合

振興局に訂正してほしいということを書かれてい

ますが、また一方でそれを具現化しようという話

になった場合にはほかの地域の人たちはどう感じ

るのだろうかとか、少し考えなければならないこ

とが幾つかあるのだろうというふうに考えおりま

す。 

ですので、私はこの思いというものはしっかり

受けとめたいと思いますが、そうであればその次

のステップにどういうふうに進んでいくべきなの

かというところまで含めて、この会の皆さんと

しっかりと議論をさせていただいて、そうであれ

ばこの網走の市民も納得できる、そして周辺の地

域の人たちも納得できる名称は何なのかいうとこ

ろまでしっかりと考えた上で、こういった意見を

しっかりと上げていくべきだというふうに考えて

おりますので、現段階ではこの陳情は継続をすべ

きだというふうに考えます。 

○平賀委員長 

ほか、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

これについては意見の一致を見ませんので、継

続というふうに扱わせていただきます。 

続いて要請であります。 

集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更に関

する意見書の提出要請、日本国憲法第96条の改正

に反対する意見書の提出要請でありますが、この

要請は日本共産党議員団から提出され、第３回定

例会の議会運営委員会において当委員会に付託さ

れたものであります。 

申し合わせ事項におきまして、要請の受理が

あって２回の定例会が経過しても結審に至らない

場合は審議未了とすることとなっておりますため、

本日の委員会でも結審しなかった場合は審議未了

廃案すべきものと決定されますので御承知おきを

願います。 

それでは最初に集団的自衛権行使を容認する憲



 

－ 13 －

法解釈変更に関する意見書の提出要請について審

査をいたします。 

○飯田委員 

これ私たち議員団から出したものなのですけれ

ども、前回も議員間討論しました。 

特にその後の情勢、これは先ほど若干議論をし

ました特定秘密保護法案にも関連していまして、

集団的自衛権を行使するのは憲法を変えないで憲

法解釈の変更、歴代の法制局、ずっと自民党政権

なりの法制局の長官を務めた方が、反対意見を述

べて憲法を変えることになるので、集団的自衛権

は認められないというのが歴代の法制局の長官の

大方の意見です。 

それで安倍政権は集団的自衛権を容認する人を

法制局長官にするという、要するに憲法を変えな

いで憲法解釈でやるという実質上の改憲というこ

とになるので、私はこういうようなやり方は本当

に数の力で何でも押していくというようなことか

らすると、今声を上げていかないととんでもない

ことになると思います。 

特に安倍首相は言葉で積極的平和主義なんてい

うと、平和主義を積極的に使っていくのかという

と何のことない、武力を持って紛争解決するとい

うような、そういうようなことですので、やはり

網走市議会としては地方からも憲法を解釈のこと

で事実上変えるような集団的自衛権のことについ

ては、私は反対という意見を上げていくべきだと

思います。 

○平賀委員長 

ほかいかがですか。 

賛成の意見しか今のところありませんけれども

よろしいですか。 

○井戸副委員長 

この解釈という部分なのですけれども、アメリ

カとの友好な関係を考えていくと理解できるとい

う部分もありますけれども、日本として基本的に

進んで攻撃するということはすべきでない、あり

えないというふうに基本的に私は考えております。 

国際的な立場もありますので、こういった理解

出来るという部分もありますので継続という形を

とらせていただきたい。 

○平賀委員長 

ほか。 

○近藤委員 

現行憲法でうたっている平和をどう実現してい

くのかという手段の部分での考え方なのかなとい

うふうに思っています。 

これまでは原則的な平和主義という形でこの国

の歴史は流れてきたというふうに思いますが、や

はり一方で国際情勢かなり変わってきています。 

この集団的自衛権の議論をすると必ず出てくる

のが、過去来た道をまた歩むのではないのかとい

う御懸念を表明される方多くいらっしゃるかと思

いますが、そこは違うというふうに思っておりま

す。 

人間は常に成長していく生き物であって、過去

の歴史を踏まえた国家運営が必ず出来るというふ

うに考えておりますので、この集団的自衛権をま

た議論の外に外してしまうということは、今後の

わが国の外交政策や安全保障政策を考えた上では

望ましいことでないというふうに考えております

ので、この意見書について私は不採択であるべき

だというふうに考えております。 

○高橋委員 

私は、平和憲法はこれまでもこれからも守られ

るべきだと思う立場であります。 

その中で、集団的自衛権は日本として集団で

もって守り合うというそういった役割を持たせら

れた場合、やれることというのはごくごく限られ

たものしかできないと思っています。 

空母があるわけでありませんし、空母があっ

たって何も効果もない場合もあります。 

したがって私は継続が妥当と考えます。 

○平賀委員長 

ほか。 

ないようですのでこれについても意見の一致を

見ませんので、これについては継続という扱いで

よろしいでしょうか。 

○飯田委員 

若干、議員間討論をしたいと思います。 

近藤議員の憲法解釈ということになりますと、

どうしても憲法９条の２項が全部で、ところがこ

の２項によって従来の法制局長官はどう解釈して

も集団的自衛権を認められないのだと。 

そのときの集団的自衛権を何とか認めさせよう

とする政権が任命した法制局長官もそうなのです。 

広く言うと集団的自衛権の行使を９条の２項で

認めてしまうと憲法との乖離が見られるのです。 

だからこそ、先にこの後にやる96条の改正の問

題になってくるのですけれども、解釈改憲だけで

やってしまうと近藤議員の言った世界の流れでな

くて、前にも議論したとおり集団的自衛権の発動
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というのは今までそんなにないのです。10年に一

回なり20年に一回。 

そういうことは、平和を願うには武力でない解

決をするという流れが今大きくなっているときに、

日本だけが解釈変更でやるということに対して、

私は憲法を持って世界の武力の紛争地にあたると、

だから日本の実際テレビのドキュメンタリーで

ずっとやったイラクに派遣した自衛隊の幹部の人

が、憲法９条の２項があるから自衛隊員が一人も

殺されることがなくて済んだと、本当に緊張した

けれども安心したと。 

集団的自衛権の解釈だけでやってしまうと憲法

との乖離、違憲です。 

そうなりますと、もうとめどもなく平和的行為

で解決するということから武力でしかなくなると

いうふうにエスカレートすると思うのですけれど

もどうなのですか。 

○近藤委員 

これは前回の委員会のときにも議論をさせてい

ただきましたけれども、集団的自衛権の行使を解

釈改憲でやる部分には無理があるというのは、前

回一応表明はさせていただいております。 

解釈改憲ではなく、もし行使容認をするのであ

れば改憲手続を踏まえた上でやるべきだというふ

うには認識しておりますが、この意見書の書き方

は、そもそも集団的自衛権行使そのものを容認す

るなという前提で書かれていますので、その議論

の進め方には若干相容れないという意味で意見書

には不採択の立場であるという考え方は変わって

おりません。 

○平賀委員長 

この件につきましては意見の一致を見ませんの

で、継続というふうに扱わせていただきます。 

次、日本国憲法第96条の改正に反対する意見書

の提出要請についてであります。 

発言を求めます。 

○飯田委員 

これも私たち議員団から出されました。 

憲法改正ができないということから、安倍内閣

は憲法を改正する要件を定めた96条に狙いを定め

ました。 

96条で各衆参の総議員の３分の２以上の賛成を、

それを２分の１ぐらいに改めると。 

多くの憲法学者は、憲法改正賛成の学者でもそ

れは裏口入学だよというようなことで逆に批判が

されています。 

今この憲法96条がなぜ大事かというと、憲法そ

のものがそのときの政権のための憲法ではなしに、

憲法自体が権力を縛るという大きな大原則に私は

立っているからだと思います。 

そういう意味からも、簡単に憲法が改正されて

国の基本法が安易に変更されて、基本的人権の保

障が形骸化されるおそれがあるということからす

ると、この意見書でも述べているとおり憲法96条

を改正すること自体が私は本当のひどいやり方だ

なと思うので、この辺も今回の特定秘密保護法案、

きのう、きょうに載っていました共謀罪を次の通

常国会に出すかどうかという流れの中で、やっぱ

り憲法をしっかりと守るというような方向から96

条の改正にぜひとも憲法改正にすべきだという人

も含めて、私は反対してもらいたいと思います。 

○平賀委員長 

ほかいかがですか。 

○高橋委員 

私はこの96条の改正に反対するという、これは

賛成したいと思います。 

やはり３分の２という大事な法案に対して過半

数という使い方は、これは許されるものではない

と思っております。 

私はこれを認めたいと思います。 

○近藤委員 

これも前回少し議論をさせていただいたところ

でありますけれども、憲法の国家権力を縛るとい

う立憲主義の立場に立てばその運用は厳格になさ

れるべきであるというふうには考えております。 

ただ一方で、どういう憲法がいいのかというの

をこの間きちんと組み上げて議論をしてきた経過

があるかというと、それもまたないわけでありま

す。 

この意見書の論旨としては改正反対だというふ

うに書かれておりますが、私はこの96条の改正要

件も含めて、まだまだ議論をしてみていいと思っ

ております。 

その上の結論で、憲法の改正要件の緩和という

結論がでればそれはそう進むべきだというふうに

思いますので、この段階から反対だというふうな

形での意見書は出すべきではないというふうに私

は考えておりますので不採択であります。 

○平賀委員長 

ほか。 

○井戸副委員長 

この改憲できる仕組みとしては、フランスやカ
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ナダがこういった２分の１の賛成をもってという

ことで、この辺も近藤委員の言われるとおりいろ

いろちょっと心配される部分もございますけれど

も、この辺はまだちょっと経過を見届けたいとい

うことで、継続という形で。 

○平賀委員長 

この要請についても意見の一致を見ませんので

継続という形で取り扱いをさせていただきたいと

思います。 

それではここで先ほどの請願の意見書について

お配りしますので少々お待ちください。 

○平賀委員長 

それでは先ほど採択されました請願第35号に関

する意見書案についてでありますが、お目をとお

していただいてこの内容で問題なければ、この意

見書を関係行政機関に提出をしていきたいという

ふうに思いますがいかがでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

よろしいですか。それではこの意見書について

は、このまま採択という形で意見書の提出先は地

方自治法第99条の規定に基づき、国会及び関係行

政庁に提出することに決定をいたします。 

それではここで理事者入れかえのために暫時休

憩をいたします。 

午前11時42分 休憩 

午前11時44分 再開 

○平賀委員長 

それでは再開をいたします。 

議案第１号平成25年度網走市一般会計補正予算

中、当委員会所管分について審査をいたします。 

最初に、市民健康プール整備事業についてであ

ります。 

○飯田委員 

この際、動議を提出したいと思います。 

議案第１号の平成25年の一般会計教育費、市民

健康プール等の補正予算につきましては、市民健

康プールが健康増進機能を持つ施設で生活福祉委

員会と関連がありますので、連合審査会を開催し

て審査するようお願い申しあげます。 

○平賀委員長 

暫時休憩いたします。 

午前11時45分 休憩 

午前11時46分 再開 

○平賀委員長 

ただいま飯田委員から教育費市民健康プール等

整備事業の補正予算について、生活福祉委員会と

連合審査会を開催されたいとの動議が提出されま

した。 

教育費、市民健康プール整備等整備事業の補正

予算につきましては、生活福祉委員会と連合審査

会を開催することにしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

異議なしと認め、そのように決定をいたしまし

た。 

したがいまして教育費、市民健康プール等整備

事業の補正予算につきましては、連合審査の申入

れをしますので、継続審査といたします。 

次に、連合審査会を開催する日時、場所につき

ましては、生活福祉委員長と協議する必要があり

ますので、委員長に一任させていただきたいと思

いますが、これについても御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

異議なしと認め、そのように決定をいたしまし

た。 

連合審査の開催日時につきましては、決定次第

お知らせをいたしますので御承知おきください。 

それでは続いて議案第１号中、債務負担行為の

補正にかかわるものについて審査を行いますが、

債務負担行為の補正につきましては、議案第７号

網走市公の施設に係る指定管理者の指定について

と関連しますので、議案第７号と一括して審査を

いたします。 

説明を求めます。 

○岩本スポーツ課長 

網走市公の施設に係る指定管理者の指定につい

て御説明申し上げます。 

議案の19ページをごらんください。 

網走市西地域プールについて、指定管理者合同

選定委員会におきまして、地域に密着した運営な

どを評価し、平成26年度からの３年間につきまし

ても引き続き網走市西地域プール管理運営委員会

を指定管理者として選定したところであります。 

またその際の管理委託料の債務負担限度額は３

年間で783万3,000円となっております。 

次に、同じく議案の19ページをごらんください。 

網走市体育施設につきましては、指定管理者を

公募をしたところ２社の応募がありました。 
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指定管理者合同選定委員会におきまして、応募

の２社から、経営方針、管理体制、経営改善意欲、

会社安定度等の説明を受け、選定委員の採点の結

果、基準点数を満たしたため、網走市南２条西２

株式会社日専連オホーツク網走を選定したところ

であります。 

また通常であれば、３年間の委託となるところ

ですが、平成27年度より新たな市民プールの開設

をするため、平成26年度１年間の委託とし、その

際の管理委託料の債務負担限度額は6,875万6,000

円となっております。 

以上です。 

○平賀委員長 

質疑に移ります。 

○飯田委員 

市民健康プールの建設完成までということなの

ですけれども、従来の指定管理者ではなくて新た

な管理団体になりました。 

１年だけではなくて、私は当然方向性としては、

次の27年度の市民健康プール開設のときに、この

団体がある程度のノウハウを付けて、次の維持管

理とか安全対策だとか指導だとかそういうものも

含んだものと受けとめているのですけれども、そ

の辺はいかがですか。 

○岩本スポーツ課長 

あくまでもこれは来年１年間の指定管理であり

まして、27年度以降はまた手順を踏んで決定をい

ただくということを前提なのですが、合同選定委

員会の会社の説明の中では安全管理、それから自

主事業を行っていくような研修なども積極的に行

いたいということが説明でありましたので、その

ことはやっていただけるというふうに理解をして

おります。 

○飯田委員 

当然、市民健康プールは従来にない通年でやる

のですから、従来の通年でないのとは違った人材、

マンパワーの育成が必要だと思います。 

そういうことからも、私は今後ある連合審査会

でも出ると思うのですけれども、健康増進も含め

た行政内部でのしっかりした方針を私は今後持つ

べきだと思うのですれけどもいかがですか。 

○岩本スポーツ課長 

おっしゃるとおりで安全面、それからソフト事

業の指導で通年になるわけですから、希望といた

しましては指導が出来る職員を配置が出来ればと。

その指導者によって通年指導をして利用者をふや

していきたい、そしてスポーツ振興につなげてい

きたいというふうに思っております。 

○飯田委員 

そういうことで、また連合審査会の中での若干

の議論にもなると思いますけれどもそういう方向

で了承したいと思います。 

○平賀委員長 

ほか。 

それでは、議案第１号当委員会に付託された債

務負担行為の補正、並びに議案第７号網走市公の

施設に係る指定管理者の指定については、全会一

致をもって原案可決すべきものと決定してよろし

いですね。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

はい、それではそのように決定をいたします。 

次に陳情の審査に移ります。 

陳情第９号学校給食用食材における放射性物質

測定体制整備を求める陳情についてであります。 

この陳情は平成25年３月５日に継続審査となっ

ているものであります。 

なお、今回119枚、972筆の署名を添えて提出を

されていますので、そのことを踏まえて皆さんに

審査をしていただきたいというふうに思います。 

なお、この陳情が採択すべきものと決定された

場合、関係行政庁への意見書の送付ではなく、市

長へ陳情採択の結果を送付することになります。 

なお、市長へ送付するにあたり附帯意見を添え

ることができますが、その場合は委員会としての

附帯意見の内容を決定することになりますので御

承知おきください。 

それでは、審査に移ります。 

○飯田委員 

前回の委員会でも審査されて継続になっていま

す。 

特に前回は有志代表の方が陳述されまして、詳

しい陳情の内容を私ども受けました。 

それを受けての質疑があったのですけれども、

私どもは、これは代表質問なり予算特別委員会な

り、さまざまな審議をしまして、最終的には学校

給食のことは食材の産地公表という形で、今その

成果というかそこまでしかまだ行っていないので

すけども、それにとどまらないさまざまな懸念が

されています。 

特に、汚染水の拡散とそれから産地公表だけで

はわからない食品の流通というようなことがあり
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ます。 

そういうことからすると、私はこの出された陳

情をしっかり重く受けとめて、特に署名が972筆と

いうことですので、それらの重みを踏まえると、

市として道内の各自治体で公認して検査しながら

やっているという実態を見る中、当然、海も控え

てそれから冬場に本州産の食材を仕入れる網走の

学校給食からしても、私はしっかりとそういう体

制をとるべきだと思います。 

特に、福島第１原発はまだまだ終息していませ

ん。 

きのうの各新聞の報道でも別の排水溝からの汚

染水、汚染水というのは、放射能、さまざまなス

トロンチウム、セシウムから全部入ったもので、

その食物連鎖いわゆる外洋に流出しているという

ことがかなり頻繁に報道されるようになりました。 

結果的には終息していないし、安倍首相はブ

ロックされていると言ったのですけれど、全くブ

ロックされてない現状ではやっぱり人間の食を守

るには、一つ方法として放射能測定装置をしっか

りと入れていくという方向も一つ持つべきだと思

うので、ぜひともこの陳情に対して市長に要求、

議会としての意思を示す意味からも委員の賛成を

もってやっていきたいと思います。 

○平賀委員長 

ほかいかがでしょうか。 

○井戸副委員長 

非常にこの放射能の恐ろしさ、こういったもの

は十分理解を出来、また国民はこの意識を高める

べきだというふうに考えるところですが、放射性

物質の測定の強化については、まず、私が考える

ところでは国レベルでしっかりとした対策をとっ

ていっていただきたいと。 

食べられるもの、食べられないもの、食べられ

ないものはどのようにして対応していくのかとい

う部分を、まず私は国レベルで行うものであると

いうふうに考えます。 

現在、網走の学校給食においては産地の公表で

安全な食材が確保されているというふうに理解を

しているところでありますので、この陳情につい

ては不採択という形で。 

○平賀委員長 

ほか。 

○高橋委員 

以前にも、これにつきまして議論がありました。 

私も、今言われたような内容で取り上げていた

だきたいと思います。 

産地では本当に風評被害を受けながら、それで

もみずからが測定して安全な食材を提供しようと

努力もしております。 

そしてそういったものを仕入れていますので、

それは安全なものと信じていきたいと思います。 

もちろん自分の口にも入るわけですから、そし

てこういった放射能というものにつきましては、

市が測定するというよりも、これはやはり国が

守っていくものだと感じております。 

以上です。 

○平賀委員長 

陳情についての対応は不採択ですね。 

ほか。 

○近藤委員 

この陳情もこれまでたびたびこの議会で議論を

させていただきました。 

お子さんをお持ちになられている親御さんが、

子どもたちに放射能で汚染されていない安心で安

全な食べ物を給食で食べさせたいというお気持ち

はもう十二分に理解出来るところであります。 

まさにそのとおりなのだというふうに思ってお

ります。 

ただ、やはり考えなければならないのは、この

間の議論でも明らかになっているように、仮に市

がやるとした場合に、具体的にどういう形でどれ

くらいの財源措置をもって、どれくらいのマンパ

ワーでというのは考えなければならないところで

あります。 

また一方で、どこまでやればいいのかなど整理

すべき課題はたくさんあります。 

また一方で、市がやれば国や道は一切そこは

ノータッチでいいのかという課題もあります。 

そういったもろもろの全体的な課題について

しっかりと考えなければならない。 

市でやればすべて解決するのかどうかというと

ころについて、残念ながら私自身はそうであると

いうふうな結論は持ちきれておりません。 

そういったところから、この陳情については採

択しかねるというふうに考えているところであり

ます。 

○平賀委員長 

不採択ということですか。はい。 

ほか。 

○飯田委員 

ちょっと教育委員会に聞きたいのですけれども
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前回の審査のときに、行っている３自治体の状況

が示されました。 

その後の状況も含めて、実際問題になったのは

１都16県で生産された青果物が産地、そこは大丈

夫だという産地だけで、実際測定してみないと

ホットスポットの関係もあったのですけれども、

その後３自治体はどのような状況になっています

か。実際変わっていますか。 

○小田島学校教育部長 

今お話もいただいた中で、いろいろな形で答弁

をさせていただいてきております。 

その後の部分含めて、24年の４月から食品衛生

法がまた変わって、基準値が変わって、今新しい

基準値で検査等もされております。 

そういった形の部分を見た中で、今現在の出て

いる情報の中では、新たな形で世の中に流通して

いるものに関しての放射能関係についての流出状

況というのはないというふうに判断をしておりま

す。 

それぞれいろいろな形の中で、どこがやるとい

うようないろいろな形で調査、検査している状況

も把握はしておりますけれども、それらも踏まえ

た中で私どももどういう形が望ましいのかも含め

て検討は続けてきているところです。 

○飯田委員 

１都16県ということで基準も変わっていると

いっても、以前議論したときには網走もオホーツ

ク海を控えていると。 

海流の流れ等でいわゆる外洋に流されたものは、

食物連鎖でくるのではないかということも含めて、

今学校給食で１都16県からのものを購入している

ほかに、網走でとれたものに対しても検査する体

制を持っていないと、そういうような防ぎ方は出

来ないのではないかということと、それから産地

公表だけではわからないと言ったのは、実際今基

準が変わったとかということなのですけれども、

紛れて入るだとかそういうこともあるということ

から、釧路なりやっている自治体では心配された

意向をうけて私はやっていると思います。 

実際、前も浅利代表が陳述で述べたとおり、本

当に人間の体というのは、これが基準だといって

も、甲状腺に関しては個人差がすごくあると。 

特に網走で、茨城県から疎開してきた御夫婦の

旦那さんが、甲状腺の関係が非常にほかの人より

敏感に感じて、茨城の常陸太田市から網走に避難

してきて、つい最近、家庭の事情で帰ったのです

けれども、やはりその後の経過を聞きますと、非

常に向こう行っておそらく放射能の値が網走いた

ときより大変な状況なので、具合が悪いというよ

うな情報も聞いています。 

そういうことからすると、やっぱり消費者なり

分析というのをそういうことも含めて、やはり網

走で測定する道も用意しておかないとだめだとい

うことで、私はこの陳情を出されたと思うのでそ

れらも含めて、しっかりした体制を私はとったら

いいのではないか、その何千万円もかかることで

はないですし、いろいろな補助も出たりさまざま

な方法もあると思いますので、その辺も含めての

方向性は、今回の署名と心配をつけて教育委員会

としての見解はどのようになりますか。 

○小田島学校教育部長 

今回の分も含めていろいろな保護者の方も心配

があるといったことも我々も十分に理解をしてお

りますので、その辺も含めた中で検討したいとい

うふうに思っております。 

○平賀委員長 

今のやりとり含めて何かほかに意見のある議員

の皆さんいらっしゃいますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

なければこれについても意見の一致を見ません

ので、継続審査というふうに扱いをいたします。 

審査は以上でありますが各委員から何かござい

ますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

理事者のほうからは。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○平賀委員長 

それではこれにて総務文教委員会を終了いたし

ます。 

お疲れさまでございました。 

午後０時06分 閉会 

 


